
 千葉市議会の会議の放映に関する要綱 

 

（趣旨） 

第１条 この要綱は、千葉市議会広報基本方針に基づき本市議会の議場及び委

員会室における会議の放映（以下「議会中継」という。）の実施に関し必要な

事項を定めるものとする。 

（記録としての取扱い） 

第２条 議会中継の映像は、本市議会の広報に資するものとし、記録として取扱

わないものとする。 

 （テロップの挿入） 

第３条 議会中継においては、視聴者に会議の進行状況を伝えるため、必要に応

じてテロップを挿入するものとする。 

（議会中継の視聴者の遵守事項） 

第４条 議会中継を視聴する者は、その映像を無断で複製・転用・改変しないこ

と。ただし、著作権法上認められた場合を除く。 

（録画放映における発言の削除の取扱い） 

第５条 録画放映においては、地方自治法（昭和２２年法律第６７号）第１２９

条、第１３２条、千葉市議会会議規則（昭和４２年議会規則第１号）第６３条、

第１１３条又は千葉市議会委員会条例（昭和３１年条例第２５号）第２１条第

２項の規定により発言の取消し又は訂正を認めた場合、当該発言を削除するも

のとする。なお、訂正後の内容は、会議録で確認できることを案内するものと

する。 

２ 発言者から、録画放映の掲載内容に対して一部削除の申し出があり、議長、

予算審査特別委員会委員長、決算審査特別委員会委員長、常任委員会委員長及

び特別委員会委員長（以下「議長等」という。）が必要があると認めるときは、

録画放映の一部を削除することができる。 

 

（録画放映の開始時期及び放映期間） 

第６条 録画放映は、その日の会議の終了後、速やかに開始するものとする。 

２ 放映期間は、放映を開始した日から起算して２年が経過した年末までとす

る。 

（録画放映の一部中止） 

第７条 議長等は、必要があると認めるときは録画放映の一部を中止すること

ができる。 



 （委任） 

第８条 この要綱に定めるもののほか、議会中継に関し必要な事項は、千葉市議

会広報委員会に諮り、広報委員長が定める。 

附 則 

この要綱は、平成１６年６月８日から施行する。 

附 則 

この要綱は、平成１９年６月２２日から施行する。 

附 則 

この要綱は、平成２２年５月１３日から施行する。 

附 則 

この要綱は、平成２３年６月２０日から施行する。 

附 則 

この要綱は、平成２６年６月１日から施行する。 

附 則 

この要綱は、令和３年６月４日から施行する。 

附 則 

この要綱は、令和６年２月１日から施行する。 

附 則 

この要綱は、令和７年６月１日から施行する。 

 


